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論 説

再建型私的整理手続と法的整理手続の「統

合」試論

田頭 章一

一 はじめに

二 事業再建型私的整理の発展

1 再建型私的整理への関心の増大

2 「準則型私的整理」の発展とその到達点としての事業再生

ADR

3 「検討会報告書」による提言

4 小括

三 外国の手続との比較

1 アメリカ

2 ヨーロッパ（EUおよび主要国）

3 小括

四 私的整理と法的整理の「統合」に向けて

1 私的整理と法的整理の関係についての 3つの基本的視点

2 「統合手続」の具体化の方向

五 結語

一 はじめに

2001年の「私的整理に関するガイドライン」以来、法的整理の立法

的整備と歩調を合わせる形で、いわゆる「準則型」私的整理が発展して

きたことは、周知のとおりである。中でも、その発展の到達点ともいう

べき事業再生 ADRは、その存在および手続が、裁判外紛争解決手続の

利用の促進に関する法律、産業競争力強化法など法令上の根拠を有する
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点で準則性が強化され、また法的手続に移行した場合の特定調停および

法的整理との連続性にも配慮された設計となっている。公的な機関が大

企業の過剰債務の再編の仲介・支援をすることは、いわゆる「ロンド

ン・アプローチ」に代表される中央銀行等の仲介によるものや公的資産

管理会社等によるものなどの例があるが、事業再生 ADRのような民間

型の ADRという形での私的整理の整備・強化は、筆者の知る限り、世

界的にも例がなく、わが国の事業再生に関する理論や実務、さらには社

会一般の企業再生のイメージに対する影響力には大きなものがあったと

いうことができる。

ただ、このような事業再生 ADRの積極的評価の一方で、今後の私的

整理と法的整理の関係についてどのような方向に進路を向けていくべき

かに関しては、従来、十分な議論がなされてきたとはいえなかったよう

に思われる。その中で、2015年 3月に発表された「事業再生に関する

紛争解決手続の更なる円滑化に関する検討会報告書」（以下「検討会報告

書」という。）（1）は、重要な議論の材料を提供している。その報告内容

は、政府が今後の政策指針として作成した「日本再興戦略 2016─第 4

次産業革命に向けて─」（2018年 6月）（2）においても言及されているこ

とから、今後具体的制度設計が進んでいくことも予想される。そこで、

本稿では、上記検討会報告書における議論も参考にしながら、制度論と

しての今後の私的整理と法的整理の関係についての考え方を、両手続の

「統合」という観点から試論として提示してみたい。

ところで、本報告が検討対象とする私的整理と法的整理の関係には、

さまざまな考察方法がありうる。そこで、本論に入る前に、いくつか本

稿の考察の基礎となる事項について述べておきたい。
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（1） https: //www. shojihomu. or. jp/documents/10448/1149026/jigyousaisei201503. pdf/b0c51a9f- 62

cc-4a03-b5bc-6eb28571a27f.（商事法務研究会ホームページ）

（2） 「日本再興戦略 2016」152頁に、「私的整理手続における反対債権者がある場合にもな

お事業再生を迅速かつ円滑に行えるようにするため、有識者検討会報告書の内容等を踏

まえつつ、関係省庁において法的枠組み等の検討を進める。」とある。



第 1に、私的整理および法的整理の意味についてである。私的整理

は、企業を対象とするものに限っても、清算型か再建型か、また中小企

業向けか大企業向けか等によってもその具体的イメージが変わってく

る。本稿では、検討会報告書を含む従来の議論が事業再生 ADRなど比

較的大企業の再建型手続を対象にしてきたことを考慮して、主として大

企業の再建を目的とする私的整理と法的整理を念頭に置くが、中小企業

の再建をめぐる同様の議論が重要なことは言うまでもないから、必要に

応じて中小企業の再建手続に関する議論も取り上げる。企業の清算手続

（私的整理・法的整理）は、直接には取り上げない。

第 2に、私的整理（事業再生 ADRに限らず、いわゆる「純粋私的整理」

も含む）は、倒産処理の方法の合意だけを指す場合と、その成立までの

私的交渉過程を含めていう場合がある。本稿では、裁判上の手続との連

続性や「統合」の可能性を検討することから、とりわけ再建計画の合意

に至るプロセスに着目することになる。また、（再建型）「法的整理」と

は、一般に「フル規格」の法的再建手続、すなわち民事再生および会社

更生手続を指すのが普通であるが、これらの手続以外にも、法律の規定

に基づき裁判所が関与して行われる法的倒産手続は存在し（現行制度で

は、特定調停をここに取り込むことが可能である）、今後の立法的議論の対

象にもなりうる。このような当事者間の交渉を基礎にして裁判所が緩や

かに関与する「法的再建手続」を、（再建型）「法的整
・

理
・

」と区別して取

り上げるときは、「法的手
・

続
・

」という表現を用いることにしたい。

最後に、法的整理はもちろん、私的整理も、「倒産」処理手続の一種

とされる場合が通常であろうが、事業や資本構成の再編、債務整理等

が、必ずしも債務者の倒産状態を前提としないことはいうまでもない。

また、そもそも法的再建手続では、厳密な意味での倒産（とくに支払不

能）を前提とせずに開始しうる（民再 21条 1項、会更 17条 1項参照）と

されているので、債務者が倒産状態になったことを必ずしも前提とせず

に、私的整理および法的再建手続（法的整理または法的手続）という言葉
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を使うことにする。

二 事業再建型私的整理の発展

1 再建型私的整理への関心の増大

かつて私的整理といえば、清算型を中心に破産手続の短所を避けるた

めの手続として議論された面が強かったように思われる。しかし、近時

は、事業価値の毀損を避けた早期再生のための手段としての私的整理の

重要性が強調されるようになった。その意味で、最近の理論的・実務的

関心は、私的整理の簡易性・安価性・柔軟性等という一般的目的の追求

というよりも、私的整理を通じた早期事業再生の実現という点に向けら

れてきたように見える。この点は、たとえば EUが新しい倒産法制に向

けたアプローチとして、裁判所の関与を最小限にした「倒産前早期再建

手続（preinsolvency rescue proceeding）」の整備をメンバー各国に求めてい

ることなどにみられるように、世界的な傾向としても指摘することがで

きよう。

ただし、倒産処理手続全体としては、経済的に効率性を欠き、存続不

能な企業を迅速かつ円滑に清算する要請があることは言うまでもない。

事業再生プロセスに、政治的その他の力が過度に加わると、経済的に不

効率な企業または事業を単に延命させる結果をもたらす。この点の警戒

は常に怠ることなく、再建、清算のバランスが取れた倒産処理法制が必

要であり、その中で私的整理を含む再建型倒産手続が構想されなければ

ならないであろう（3）。
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（3） その意味で、清算手続としての私的整理への注目度がやや低くなっているようにみえ

る点は、気になるところである。いわゆる「廃業支援」など行政的な施策と連動した清

算型私的整理の検討・整備も重要な課題である。田頭章一『講義破産法・民事再生法』

（有斐閣、2016年）15頁、松下淳一＝中井康之「これからの倒産・事業再生実務」ジュ

リスト 1500号（2016年）76頁〔中井発言〕など参照。



2 「準則型私的整理」の発展とその到達点としての事業再

生 ADR

わが国における事業再建のための私的整理の発展を振り返るとき、

｢私的整理に関するガイドライン」が 2001年に定められ、株主・経営者

責任や再建計画案の基本要件を明確にするなど、予測可能性のある準則

型の手続モデルを示したことは、画期的なことであった。

その後、この準則型の私的整理は、中立的な第三者の関与によって事

業再生計画の作成と関係者の合意を成立させようとする「事業再生

ADR」へと発展することになった。この事業再生 ADRは、純粋な私的

整理と法的整理（再生・更生手続）の「利点の融合」と位置づけられ、

反対債権者があって法的整理等に移行した場合の手続連続性への配

慮──たとえば ADR手続中の再生ファイナンスを法的手続移行後も優

先的に扱うための事業再生 ADR事業者の「確認」制度（産業競争力強化

法 58条以下参照）や 2014年より取り入れられた社債権の変更のための

社債権者集会の決議認可を確実にするための同様の確認制度（同法 56

条、57条）──も、その特徴となっている。

この事業再生 ADRについては、一般の私的整理と異なって、産業競

争力強化法や経産省令等によって規律される「公の制度」であることが

強調される（4）。「準則型私的整理」の発展は、倒産専門家の形成や事業

再生に関するノウハウの蓄積を促し、私的整理の信頼性を高める意義が

あったことは明らかであり、その到達点としての事業再生 ADRは、そ

れ自体重要な機能を果たしているだけでなく、あるべき事業再建手続に
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（4） 伊藤眞「第 3局としての事業再生 ADR」事業再生実務家協会・事業再生 ADR委員会

編『事業再生 ADRの実践』（商事法務、2009年）19頁参照。筆者も、かつて、正式申

立てを法的整理の開始申立てに類似するものとして、法的整理後の否認等の規律を考え

ていくべきではないか、という考えを述べたことがある（田頭章一「事業再生 ADRと

法的整理の関係について─最近の裁判例を手掛かりとして─」法の支配 170号（2013

年）45頁以下）。



関する倒産手続の関係者の意識に与えた影響も大きかったと言える。

ただ、一般的な理解としては、事業再生 ADR と法的整理との関係

は、依然として異質の制度であるという前提は変わっていない点に注意

が必要である。上述した事業再生 ADR機関の「確認」制度も、後続す

る法的手続における裁判所が「〔ADR機関により〕確認されていること

を考慮した上で」債権の優先性等に関する判断をするという歯切れの悪

いものになっており、法的整理間の移行の場合のような手続間の一体

的・直接的効果（たとえば再生手続の廃止により牽連破産が開始した場合

に、再生手続での共益債権を財団債権とする〔民再 252条 6項〕など）は認

められていないのである。

3 「検討会報告書」による提言

(1) 実務的ニーズ

現在の準則型私的整理（事業再生 ADRを含む）の実務においては、取

引債権者に対する弁済は継続することにより債務者企業の事業価値を維

持しつつ、金融債権者のみを対象債権者として、事業および財務の改善

のための再建計画が策定されている。しかし、再建手続および再建計画

が合理的なものであるにもかかわらず、再建計画に反対する少数反対債

権者がいると、多数決制度の利用のためにすべての債権者を巻き込む会

社更生手続等の法的整理を利用せざるを得ず、事業再建の障害になって

いる。検討会報告書は、このような問題意識から、商取引債権者に対し

ては通常通り弁済を継続しつつ、商取引債権者のグループだけについて

多数決を利用できる手続を考案しようとしているものと理解できる（5）。

このような実務的ニーズがあることは、筆者のように実務の経験のない

者にも理解できる。ただ、一部報道（6）が林原の事件を引用しつつ、新
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（5） 検討会報告書 1-2頁、山本和彦「多数決による事業再生 ADR」NBL1059号（2015年）

33頁など参照。

（6） 日経 2015年 5月 17日朝刊 3面「企業再生、多数決で迅速に、銀行以外の債権守る制



制度の必要性を報道しているのを見ると、新しい制度の趣旨が誤解され

ないよう注意を要するように感じられる。林原の事業再生 ADR・更生

事件は、銀行間に深刻な対立があった事件であり、また、対抗要件否認

が大きな法律問題となった事件である。経営形態にもかなり特殊な面が

あったようであるから、管財人による財産や事業の管理、否認、取引関

係の見直し等、フル規格の法的整理が必要だった事件だったというべき

であろう（7）。検討会報告書も、このような事件を含めてすべての準則

型私的整理の受け皿として簡易再生や新しい手続を考えているわけでは

ないであろう。検討会報告書がどのようなケースを守備範囲にするのか

については、それほど詳しい記述はないようにも見うけられる。また、

検討会報告書の直接的検討対象とはやや離れるが、純粋な私的整理と事

業再生 ADR等との関係や清算手続との繋がり方など、倒産手続の全体

的システムの検討が必要なことは、前述したとおりである。

(2) 私的整理において反対する債権者を拘束する根拠

検討会報告書では、私的整理で反対債権者を多数決により拘束する根

拠の理論的説明として次のような議論が紹介されている（8）。

①裁判の効力に根拠を求める考え方

ここには、(ア) 民調法 17条類似の反対債権者の同意に代わる決定に

よる考え方と(イ) 私的整理計画の認可決定による考え方がある。(イ)

は、認可決定の形成力で反対債権者を拘束する考え方であり、その具体

的な仕組みとしては、後述の手続類型論に対応して、簡易再生を利用す

るか、新しい認可制度を作るかの 2案が示されている。

②債権者の団体性と多数決決議に根拠を求める考え方
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度検討」。

（7） 林原（および関連会社）の事業再生 ADRから会社更生手続に至る経緯、その他の法

律問題については、柴原多ほか「林原グループの事業再生 ADR申請の経緯および更生

申立ての経緯」金法 1954号（2012年）15頁以下、田頭・前掲注 4）46頁以下等参照。

（8） 検討会報告書 5頁以下参照。



債権者団体の意思表示の効力として、債権者を拘束する考え方であ

る。裁判所の認可決定を加えるとしても、これは単なる公証行為である

と位置づけられる。債権者の団体性の根拠を──債権者の明示の意思表

示による場合を除き──債務者が一定の破たん状態にあることに求める

ならば、それを裁判所が確定する手続が必要とされ、具体的な手続とし

ては、再生手続・簡易再生を利用するか、または決議前後の再生手続開

始決定類似の裁判によりそれを確定する選択肢がありうるとされる。

③折衷説

検討会報告書では、①と②の両面を重視する考え方として言及されて

いるが、検討は省略されている。後述する検討会報告書の主要な提案内

容も含めて、新しい手続をどのように構想するにせよ、その基本的な性

格は、専門家の関与の下で関係者が合理的なプロセスを経て策定した再

建計画案に対する関係人多数の同意と裁判所の確認・形成的な裁判を組

み合わせたものとなろうから、そこにおける多数決の拘束力の根拠は、

両者を組み合わせて説明するのが妥当というべきであろう。

(3) 検討会報告書が示す制度モデル

検討会報告書が私的整理（事業再生 ADRが念頭に置かれる）において

反対する債権者を拘束するための制度モデルとして示しているのは、次

の表のとおりである（9）。本稿では、検討会報告書により、「主たる検討

対象」とされた手続モデルを取り上げて紹介しておく。
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（9） 検討会報告書 10頁以下参照。同報告書 43頁以下には、各制度モデルの比較対照表が

ある。検討会報告書の内容を紹介する文献としては、山本・前掲注 5）31頁以下、山本

和彦「《講演録》事業再生の最近の潮流──地域活性化に向けた柔軟な発想──」金法

2045号（2016年）6頁以下、須藤英章「事業再生手続の迅速化を目指して──『事業

再生に関する紛争解決手続の更なる円滑化に関する検討会報告書』の概要」商事法務

2078号（2015年）62頁以下などがある。



＜参考図＞ 検討会報告書「想定しうる制度モデル」（検討会報告書 10

頁の表を一部変更）

Aタイプ：事業再生 ADR完結型

A−①：多数決モデル

A−②：裁判所による認可型モデル

A−③：同意に代わる決定モデル

A−④：事前合意モデル（仲裁型モデル）

Bタイプ：事業再生 ADRと法的倒産手続の連動

B−①：簡易再生運用改善モデル（産競法改正＋簡易再生の運用改善）

B−②：迅速事業再生手続モデル（産競法改正＋簡易再生をさらに簡略化）

B−③：新たな受け皿手続の創設モデル（産競法改正＋受け皿手続創

設）

Cタイプ：簡易型の法〔的：筆者〕手続（事業再生 ADRを前提としない、

適用対象を限定した簡易型の法的手続）の創設

※太字は、「主たる検討対象」とされた制度モデル

(ア) 裁判所による認可型モデル（産競法改正）（A−②モデル）（10）

事業再生 ADRにおいて一定多数の債権者の同意（頭数要件を取り入れ

るかどうかについては両論併記される）があるときは、債務者（または手

続実施者との共同申立て）で裁判所による計画の認可を求め、裁判所の

認可により拘束力ある事業再生計画が成立するとする手続モデルであ

る。社債権者集会決議と裁判所による認可制度（会社 724条 2項、732条

以下）を参考にしたものとされ、裁判所による認可の要件は、民再 174

条 2項各号、会更 199条 2項各号と基本的に同じものが想定される。債

務者が一定の財産的破たん状態にあることを認可要件とするかは、課題

として留保される（11）。リース債権は、対象債権外である。担保付債権
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も不足額の部分のみ対象となる（ただし、担保カバー部分もリスケは可能

とする立場もありうる）とされる。

他のモデルと共通の問題として、一時停止の期間を裁判所の保全措置

等と組み合わせていかに認可決定まで延長するかという点、および事業

再生 ADRの開始当初より手続への参加を拒絶していた債権者や、事業

再生 ADRの途中段階で離脱し決議会議において議決権を行使しなかっ

た対象債権者にも認可の効力が及ぶかという点なども指摘される。手続

期間としては、決議のための会議から効力発生まで、1〜2か月ほどの

時間を想定する。

(イ) 簡易再生手続の運用改善モデル（産競法の改正＋簡易再生手続の運

用改善）（B−①モデル）（12）

法改正ではなく、運用改善された簡易再生手続を事業再生 ADR不成

立の際の受け皿とする手続モデルである。産業競争力強化法の改正によ

り商取引債権に関する考慮規定等を創設し、連動性を高める点がポイン

トである。事業再生 ADRにおける決議会議において事業再生計画が不

成立となると、決議当日またはその後数日内に債務者または債権者（通

常は債務者）が民事再生手続開始の申立て（民再 21条）をし、裁判所は

手続開始原因（民再 21条 1項）の審査を行う。再建計画案は、手続開始

申立てと同時または申立後できるだけ早期に提出する（民再 164 条参

照）。再生手続開始決定においては、同時処分による届出期間の設定を

短縮（「特別の事情」ある場合の短縮の可能性について、民再規 18条 1項柱

書参照）する提案がなされている。手続開始決定の付随処分として行

う、知れている債権者への通知（民再 35条 3項）──後述の簡易再生の

決定に関しても同様の問題（民再 212条 3項・115条 1項）がある──に

つき、民事再生法 85条 5項後段で弁済が予定されている（後述）商取

引債権者への通知を運用により省略できるかは、可否両論が併記されて
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いる。その他の運用上の簡略化の提案としては、事業再生 ADRでの報

告文書を、民事再生法 125条の報告書と扱うことなどが提案されてい

る。

債権届出期間経過後の再生債務者による簡易再生の申立て（民再 211

条 1項参照）を経て、計画案の付議決定（民再 212条 2項）、さらには債

権者集会で決議を行うが、そこでは、簡易再生の申立てに同意した対象

債権者が、決議集会に欠席しても再生計画案に同意したものとみなす同

意擬制制度（民事再生法 214条 3項）が利用できる。認可要件は、通常

の再生手続の場合と同様に、民事再生法 174条 2項各号に定める不認可

事由の不存在である（即時抗告も可〔175条 1項〕）。再生計画認可決定の

確定により、一般的基準に基づいて権利変更（民再 215条 1項）がなさ

れる。ただし、簡易再生移行後の商取引債権の保護の予見性を高めるた

め、産業競争力強化法にいわゆる「考慮規定」（民再 85条 5項後段の弁

済許可、同法 155条 1項ただし書による再生計画での特別の処遇を認められ

るようにするための事業再生 ADR事業者による確認）を設けることが想定

されている（13）。簡易再生手続の原則に従い、債権調査手続を省略して

いるため、個々の再生債権の実体的確定・債権者表の記載による執行力

（民再 180条 2項）などは認められない。再生計画認可による失権効（民

再 178条 1項）もない。

関係者の処遇に関しては、別除権者に対しては、担保権実行中止命令

（民事再生法 31条）を活用しつつ、別除権協定の締結等により対応する

ものとされる。社債権者については、再生債権者としての処遇が想定さ

れているようである。全体の手続期間は、2〜2. 5か月程度が想定され

ている。

(ウ) 迅速事業再生手続の導入モデル（産競法の改正＋民再法の改正によ

る簡易再生のさらなる簡略化）（B−②モデル）（14）
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既存の簡易再生手続をさらに簡略化した特別手続（「迅速事業再生手

続」という）を新たに設けてこれを事業再生 ADRの受け皿とする手続

モデルである。既存の手続の特則ではなく、全くの新手続を創設する B

−③モデル（受け皿となる手続として新たな法的手続を創設するモデル）に

も繋がるモデルとして位置付けられる。B−①モデルと同様商取引債権

に関する考慮規定の創設等の産業競争力強化法の改正とともに、受け皿

となる迅速事業再生手続の創設に関して民事再生法の改正を伴う。

事業再生 ADRの決議のための会議において、不同意の対象債権者が

いた場合に、通常の再生手続ではなく、ダイレクトに迅速事業再生手続

の開始を申し立てる点が、②の運用改善モデルと大きく違う点である。

同手続開始までの流れは、不同意があった決議の直後に、再建計画案と

「（対象）債権者一覧表」を付して申立てをし、開始要件（通常手続開始

原因（民事再生法 21 条 1 項）と簡易再生の申立要件（民事再生法 211 条 1

項）と同様のもの）が認められれば、手続開始決定および再建案の付議

決定を行う。これらの段階での簡略化の方法としては、開始決定の付随

処分としての債権者への通知に関しては、産競法における考慮規定によ

り弁済許可対象となる債権者に対する通知の省略や、申立て時の債権者

一覧表による「みなし届出」の可能性、さらには再生債務者等による財

産評定（124条 1項）および報告書（民再 125条）の提出を省略すること

もありうるとされている。迅速事業再生計画案の決議については、簡易

再生と同様の同意擬制のほか、迅速事業再生手続における計画案の決議

それ自体を省略し、直ちに計画案の認可（現行再生手続における認可要件

より厳格化するかどうかについては意見が分かれた）まで進むことができ

るという制度も検討された。認可決定による権利変更の内容について

は、全債権者が一般的基準による権利変更を受けるという仕組み（民事

再生法 215条 1項）のほか、事業再生 ADRでの対象債権者（金融債権者）
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の権利変更に関する個別具体的な交渉の結果を尊重し、対象債権者につ

いては、計画に従い個別具体的な権利変更に服し、他の債権者について

は権利変更の一般的基準に従った画一的な権利変更によるという制度も

考えられる。また、各種債権者の処遇に関する新しい制度のアイディア

としては、アメリカ連邦倒産法における商取引債権の処遇等を参考に、

商取引債権等の特定の類型の債権については、上限額を定めたうえで包

括的に弁済を許可する制度などが提示されている。

4 小括

検討会報告書は、「事業再生 ADR等の準則型私的整理における少数

反対債権者が計画に定める権利変更に拘束される法制を検討する」（15）

という、自らに課した課題について、事業再生 ADRに法的手続の機能

の取り込みを図り、または法的手続とのより円滑な連動を確保した運用

または制度の創設を促すという形で、参考になる論点整理と提言を提供

している。個々のモデルに対する評価としては、次の点が指摘できるの

ではないかと考える。

まず、A−②の「裁判所による認可モデル」については、産業政策志

向の産競法の改正によるという位置づけであるから、思い切った制度設

計が可能かもしれないが、これまで私的整理の枠内に位置付けられてき

た事業再生 ADRに、法的整理の認可決定の拘束力の基礎となる手続を

組み込んで一体としての手続を構成するのは容易ではないであろう。こ

のような手続に対しては、──後述の憲法問題など多くの乗り越えなけ

ればならない課題があることに加え──法的強制力を重視するあまり事

業再生 ADR手続の利点が薄れ、企業にとって利用しにくくなるという

懸念も否定できない。また、B−①の「簡易再生手続の運用改善モデ

ル」は、事業再生 ADRの受け皿として既存の簡易再生を運用の改善を
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行ったうえで利用しようというものであり、その必要性は十分に認めら

れるが、簡易再生は債権調査・確定の手続を省略するにとどまるから、

運用で十分な対応ができるについてか疑問も残る。したがって、事業再

生 ADRが一部債権者の反対で成立しなかった場合の受け皿制度に限定

して考えれば、B−②の迅速再生手続を導入するモデル、更にはその延

長としての B−③型手続（会社更生立法時に検討された「特定更生手続」

が参考として引用される）を検討していく方が望ましいように思われる。

第 2に、検討会報告書の提言する、B−①と B−②のモデルは、事

業再生 ADRが失敗した場合を前提として、それに接続する既存のまた

は新しい法的手続を使って反対債権者を拘束することを主たる関心対象

としている（16）。その意味では、私的整理と法的整理を異なった類型と

した上で、両者の連続性の確保という観点に立ったものといえる。その

ため、たとえば、法的手続における規律が直接には及ばない私的整理手

続で参加しなかった対象債権者の処遇の問題が出てくる。検討会報告書

は、産業競争力強化法に対象債権者の協力義務等の規定を置くことを提

案しているが（17）、私的整理への参加・協力義務は矛盾をはらみ、その

導入可能性および実効性については、不確実な面も残らざるをえないよ

うに思われる。

第 3に、A−②の「裁判所による認可型モデル」は、私的整理の本体

に多数決を取り入れるという基本構想に基づく手続モデルであるが、憲
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（17） 検討会報告書 66頁。



法問題など多くの超えるべきハードルが残るので、検討会報告書では将

来の課題と位置づけられる（18）。たしかに、私的交渉をベースとする手

続を維持したまま、認可決定手続による反対債権者の拘束力を取り込む

という考え方にとどまるのであれば、超えるべきハードルは多く、か

つ、高いといわざるをえない。検討会報告書は、「想定しうる制度モデ

ル」としては、事業再生 ADRと連動する受け皿手続を一体化する新し

い法的手続（Cタイプの手続）を創設する可能性を示すが、これと A−

②モデルを比べると、Cタイプ手続が──検討対象外とされているため

その位置づけにははっきりしていないものの──基本的には「法的手

続」として想定されているのに対して、A−②モデルが私的整理（とく

に事業再生 ADR）として、また産業競争力強化法の枠内で想定されてい

る点が異なる。しかし、2つの手続タイプは、法的手続の多数決原理と

従来の法的整理に拘束されない柔軟・簡易で、企業価値の毀損が避けら

れる手続を志向している点は共通のように思われる。「裁判所による認

可型モデル」は、私的整理への多数決原理の導入という要請にダイレク

トに答えるシンプルな手続であることはたしかであり、実務家からはこ

の手続の可能性を探るべきだとの考え方も強いようである（19）。しかし、

この手続モデルには、上記のように多くの解決すべき難問が伴っている

とすれば、長期的な課題とはなるが、Cタイプの手続の創設に目を向け

ることも考えられてよいのではなかろうか。

いずれの手続モデルを念頭に置くにせよ、新たな発想の下で制度の創

設を考えとすれば、制度的前提が異なることに配慮しつつ、外国の制度

を参考にすることが考えられる。この分野の比較法は、すでに多くの論

者によって紹介・されてきたところであるが、以下では、本稿の視点か

ら、アメリカ、ヨーロッパ（EUおよび主要国）の注目される制度・手続

を簡単にみておきたい（20）。
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三 外国の手続との比較

1 アメリカ

（1）プレパッケージ型事業再建手続（Prepackaged Reorganization）

アメリカにおいて、私的整理と法的整理の利点の融合を図った制度と

して想起されるのは、いわゆる本来型のプレパッケージ型再建手続

（Prepackaged Reorganization）である。反対債権者が存在すると、社債権者

等に対するエクスチェンジ・オファーなどによる裁判外の私的整理は失

敗することになる。しかし、債務者としては、最初から再建手続を申し

立てて、長期間、裁判所や利害関係人に監視されながらビジネスを遂行

するのは避けたい。そこで、すでに 1978年の現行連邦倒産法制定の際

に、従前の実務で手続申立て前に計画案受諾の勧誘が行われたことを参

考にして、申立前に計画案の作成と債権者の決議まで済ませ、手続開始

後は、基本的に裁判所の認可手続のみを行うことによって、迅速に手続

を終了させるという制度が設けられた。これが、連邦倒産法 1126条(b)

項に基づくプレパッケージ型再建手続の制度趣旨である（21）。

この本来型のプレパッケージ型手続は、特定の計画につき受諾した決

議の効果が、開始後の 11章手続で、そのまま有効な決議とみなされる

（deemed to be accepted）ので、申立て前の手続の効果が、申立て（開始）

後の手続で直接認められる仕組みになっている。そして、その効力承認
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中島弘雅＝村田典子「アメリカのプレパッケージ型倒産手続について」国際商事法務

33巻 1号（2005年）9頁以下参照。



の前提として、申立て前の受諾の勧誘は、倒産法以外の法令、具体的に

は証券関連法、それがないときは倒産法の求める条件に適合した開示説

明書に基づいて行うべきものとされ、また、投票手続についても一定の

書式やルールに従った手続が求められる（連邦倒産規則 3018条(b)参照）

など、実際には申立前の手続でも手続開始後の法的ルールに則った手続

が行われていると言える。プレパッケージ型再建手続がしばしば行われ

ている NY南部地区の連邦倒産裁判所では、同裁判所独自のガイドライ

ンに基づいて手続的な観点から申立て前後の手続の接続が円滑・迅速に

行われるよう配慮がなされている（22）。このようなプレパッケージ型再

建手続を全体としてみると、私的整理と法的整理という別個の手続間の

連続性を確保した手続という理解と並んで、すでに申立前に倒産法（ま

たは趣旨を同じくする証券関係法）の開示・勧誘規制の下で行われた第 1

段階の法的手続と認可手続を中心とする申立後の第 2段階の手続が合体

した一つの法的再建手続であると捉えることもできるように思われる。

（2）事前交渉型の再建手続（Pre-negotiated or-arranged Reorganization）（事

前交渉プラス 363条セール）について

倒産事件の実態をみると、上記の本来的なプレパッケージ型再建手続

は比較的少なくなっており、最近は、いわゆる「事前交渉型の再建手続

（Pre-negotiated or-arranged Reorganization）」、とくに GMのケースでもみら

れた事前調整と 363条による事業譲渡（363条セール）を組み合わせた

手続が多くみられるようになっているようである（23）。このような手続

も、裁判外の交渉と法的倒産処理手続との統合的利用という観点からは

興味を惹かれるが、この手続は、法的手続の利用目的が、多数決という

よりも計画によらない事業譲渡であるという特殊性があるので、本稿で

は、検討対象外としたい。
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（22） 詳しくは、中島＝村田・前掲注 21）12頁以下参照。

（23） 福岡・前掲注 21）306頁、事業再生研究機構編『プレパッケージ型事業再生』（商事

法務、2004年）45頁（阿部信一郎）参照。



2 ヨーロッパ（EUおよび主要国）

（1）EUの動き

ヨーロッパに関しては、EUにおいて、早期企業再建に関連して注目

すべき動きがあるので、簡単に触れておきたい。

EU枠内における国際倒産を規律する EU規則（Council Regulation (EC)

No 1346/ 2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings）の制定と発展とは別

に、EU では、欧州委員会が中心となって、2012 年ごろから早期予防

的・経済合理的で、統一的な再建手続の制定を求める動きが強まっ

た（24）。 2014 年 に は、 欧 州 委 員 会 勧 告 （COMMISSION

RECOMMENDATION of 12. 3. 2014 on a new approach to business failure and

insolvency）が発表され、各国のしかるべき対応とその報告（2015年 3月

まで）が求められた。その後、勧告の実行状況の評価プロセスを経て、

2016年 1月には、委員会の委託を受けた英国 Leeds大学の専門家チー

ムが、上記各国の対応などを材料とした包括的な比較検討作業を行い、

その成果を報告書として発表した（25）。そして、この研究報告（第 6章）

等において、いくつかの国では、いまだ「勧告」の基準に対応せず、非

効率性が残ったままであり、いまだ支払不能前の企業再建手続が整備さ

れていないという結果が示されたのを受けて、欧州委員会は、勧告より

強力な EU指令（directive）の制定が必要との判断に至り、2016年 11月

22日新しい EU指令の提案を欧州議会に対して行った（26）。この動きは、

EUにおける資本市場統合のための行動計画（Capital Markets Union Action
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（24） See e. g., The Commission Communication on A New Approach to Business Failure and

Insolvency of 12 December 2012, COM (2012) 742 final

（25） Study on a new approach to business failure and insolvency Comparative legal analysis of the

Member States relevant provisions and practices Tender No. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075.

（26） Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of

restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/ 30/ EU.



Plan）や単一市場戦略（Single Market Strategy）と密接な関係があるものと

位置づけられている。

企業再建手続との関係でこの EU指令提案の基本目的となっているの

は、EUの全構成国によって基本原理を共通にする効率的な再建手続が

整備されることであり、具体的には、①財政危機に陥った会社（とくに

中小企業）が悪化する事業環境を探知するための早期警告手続（early

warning tools to detect a deteriorating business situation）を設け、早い段階で再

建できるようにすること、②時間がかかり、複雑で、費用がかかる裁判

所の手続を簡略化することにより、柔軟な予防的再建手続の枠組み

（flexible preventive restructuring frameworks）を作ること、③倒産実務家や裁

判所（構成員）の訓練や専門化（training, specialisation of practitioners and

courts）およびテクノロジーの利用（たとえば、オンラインでの債権届出や

債権者への告知）を進めること、などが目標とされている（27）。

以上のように、欧州委員会の関心は、EUのメンバー各国が、経済合

理的な事業再建を促進するという共通の目的の下、倒産（支払不能を指

す）前の段階で開始できる簡易化された再建手続を持ち、単一市場とし

ての EUにおける統一的な再建手続を作り上げようとする点にあるとい

うことができる。そこでは、私的整理は、裁判外の合意（out-of-court

workout）という意味ではなく、裁判所が関与しない交渉過程

（out-of-court processes）といった意味で用いられており（28）、新設される

再建手続は、そのような自主的な交渉過程を適切に取り込みつつも、明

確な制度的枠組みを伴う立法措置を要求しているようである。

（2）ドイツ

(a)「企業再建のさらなる簡易化のための法律」（ESUG）（2011年）に

よる「保護傘手続」（「再生準備手続」）
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（27） 欧州委員会による報道発表による。http:/ / europa. eu/ rapid/ press-release_IP-16-3802_

en. htm

（28） Proposal, supra note 26), at 25.



ドイツの倒産法は、倒産手続申立て・手続開始の時点では清算か再建

かを決定せず、開始後に倒産管財人の調査と債権者集会の決議により手

続の最終目的を決めるという統一的倒産手続の仕組みが特徴であるが、

債務者企業が事業経営権や財産管理処分権を保ったまま企業の再建を試

みるアメリカの連邦倒産法第 11章の再建手続（いわゆる「DIP型手続」）

や日本の民事再生手続に相当する自己管理（Eigenverwaltung）手続は、

裁判所や債権者がその許容に慎重で、極めて利用が低調であったとされ

ていた。しかし、後でみるように、ドイツの企業が自国の再建手続を敬

遠してイギリスの手続を利用する事態が少なからず生じ、また上記のよ

うな EUからの早期再建手続の強化を求める動きがあったことから、

2011年の「企業再建のさらなる簡易化のための法律」（Gesetz zur weiteren

Erleichterung der Sanierung von Unternehmen: ESUG）による倒産法改正が実現

した（29）。この改正法の目玉の一つが、いわゆる「保護傘手続

（Schutzschirmverfahren）」（倒産法 270 条 b。その見出しは「再建の準備

（Vorbereitung einer Sanierung）」）である（30）。

この「保護傘手続」では、まず債務者が、①手続開始、②（仮）自己

管理および③再建計画案提出期間設定を求める 3つの申立てをすること

が必要である（倒産法 270条 b第 1項参照）。③の申立てに対する裁判所

の再建計画案提出期間指定の要件は、支払不能のおそれがありまたは債

務超過ではあるが未だ支払不能ではないこと、および「再建の見込みが

明らかに存在しないとはいえないこと」であり、それは申立ての際に、
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（29） 同改正法の背景や改正の経緯については、松村和德ほか「ドイツ倒産法制の改正動向

（1）」比較法学 49巻 2号（2015年）269頁以下などを参照。

（30） 「保護傘手続」創設の背景については、松村和德ほか「ドイツ倒産法制の改正動向

（2）」比較法学 49巻 3号（2016年）228頁以下、久保寛展「ドイツ企業再建法における

企業再建手法としてのデット・エクイティー・スワップ」福大法学論集 55 巻 1 号

（2013年）259頁以下などを参照。ESUGは、申立て段階からの（仮）自己管理の可能

性を広げたが、これには、単純に開始までの自己管理を認める（仮管財人への管理処分

権の移転がない）手続と（倒産法 270条 a）、「保護傘手続」のための付加的な措置をと

る手続（倒産法 270条 b）との二つの類型が用意された。



経験ある会計士や弁護士によって作成された証明書（Bescheinigung）に

よって証明されなければならない（倒産法 270条 b第 1項第 3文）。裁判

所は、この要件の充足を認めるときは、最長 3か月（延長はできない）

の倒産計画案提出期間を定める（以上、同項）。裁判所はその期間中は開

始申立てに対する決定をすることができず、債務者の申立てがあれば、

強制執行の停止（21条 2項）を命じなければならない（倒産法 270条 b

第 2項第 3文）。また、裁判所は、上記の倒産計画案提出期間の決定にお

いて、債務者事業等の監督をする仮監督員（vorläufiger Sachwalter）を選

任するが、債務者がその候補者を提案したときは、原則として裁判所は

その者を選任しなければならない（倒産法 270条 b第 2項参照）。これに

より、債務者は、自らの信頼する専門家とともに、安心して倒産計画手

続を通じた再建手続を遂行することができるものと考えられた（31）。も

っとも、仮債権者委員会や別除権者が「保護傘手続」の取消しを申し立

てた場合には、原則として「保護傘手続」を取り消すものとされるので

（同条 4 項）、債権者サイドの利益との手続的バランスは確保されてい

る。このように、ドイツの立法者が選択したのは、申立手続という半法

的・過渡的手続に着目して、債務者の倒産手続申立てともに、最長 3カ

月間の取立てからの保護の下で、再建計画案を仕上げる期間を設定し、

仮債権者委員会や仮監督員の監督の下、債務者自らが実質的に開始決定

までに計画案を策定し、それに対する債権者の実質的合意を得るための

手続である。その背景には、再建計画案の策定手続を利用しやすくする

ことにより、早期の倒産手続開始の申立てと事業再建の促進を図るとい

う立法趣旨があった（32）。

この「保護傘手続」は、指定された再建計画案提出期間の経過、また

は、再建の見込みがなくなったなどの理由による計画案提出期間指定命

令の取消し〔倒産法 270条 b4項 1文〕により終了する。いずれの事由
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（31） Begr. RegE zu § 270bInsO, BT-Drucks. 17/ 5712, S. 40.

（32） Begr. RegE zu § 270bInsO, BT-Drucks. 17/ 5712, S. 40.



で終了した場合も、その後改めて倒産手続の開始の是非が審理され、判

断される（同項第 3文参照）。すなわち、たとえ提出期間内に再建計画案

が提出されても、当然に開始決定がなされるわけではなく、裁判所は開

始原因を審理したうえで開始すべきかどうかを決定する（33）。開始決定

時の自己管理の裁判（倒産法 270 条参照）についても改めて判断を行

う（34）。

このように、「保護傘手続」と手続開始後の手続との連携または一体

化、そしてそれによる再建手続全体の迅速な進行については、ドイツ法

では、必ずしも十分な配慮がなされていないように見える。

(b)「保護傘手続」の実情

ドイツにおいては、支払不能状態になったら、会社の取締役等は倒産

手続申立義務がある（違反すると民事・刑事上の責任が問われる）ことも

あって、私的整理は盛んとはいえない（35）。そのため、「保護傘手続」

は、企業の経営陣が申立義務を果たした後に進行する開始前手続におけ

る再建計画案策定促進手続であり、私的整理自体でないことはもちろ

ん、次に述べるイギリスの会社整理のようないわゆる「倒産（支払不

能）前（preinsolvency）」の再建手続とも一線を画すると説明される（36）。

また、「保護傘手続」は、すべての債権者を手続に取り込むことが求め

られる点でも、イギリスの会社整理と異なるとされるが、この点は、わ

が国の事業再生 ADRなどとも異なっている .

コンサルティング会社が行った実態調査によると、「保護傘手続」を
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（33） Stephan Kolmann, Schutzschirmverfahren, 2014, S. 197. 実務的には、仮監督人が開始原

因の存否に関する調査を担当する場合が多いとされる（同所）。

（34） もっとも、裁判所が自己管理の要件が満たされないと考えるときは、一定の要件の下

で、債務者に倒産手続開始申立てを取り下げる機会が与えられる（倒産法 270条 a第 2

項参照）。この点も、ESUGによる改正点の一つであることについては、松村ほか編・

前掲注 27）231頁を参照。

（35） 井出ゆり＝河合健「ドイツの倒産法制と私的整理の実務」国際商事法務 44巻 6号

（2016年）849-850頁参照。

（36） Klaus Wimmer, Das Neue Insolvenzrecht Nach der ESUG-Reform, 2012, S. 24



含む新しい自己管理手続の利用は、当初は予想外に大企業の利用が多か

ったが、最近は、中小企業の割合が増えている。また、開始された倒産

事件全体の中で 270条 aまたは 270条 bによる自己管理の申立てに基づ

いて自己管理手続が開始された事件の割合は平均 2. 7%に過ぎないこと

（ただし、地域差がある）、自己管理手続として申し立てられ事件でも、

（管財人が選任される）通常倒産手続として開始されたり、後に通常手続

に移行したりする事件の割合が 41％に上ることなどが報告されてい

る（37）。

別の調査では、上述した「保護傘手続」の申立ての際の専門家の証明

書（Bescheinigung）（倒産法 270条 b第 1項第 3文）については、ドイツ会

計士協会（Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland）が提案した基準が採

用されつつある（ただし、個別事件に応じた基準の修正が必要という声もあ

る）ことが示されている（38）。また、現行の「保護傘手続」に加えて、

EUによる予防的（早期）再建手続の創設の求めに対応した新たな再建

手続の創設を期待する声も、債権者を中心に相当数存在するものと報告

されている（39）。

（3）イギリス

(a) イギリスにおける事業再建手続

イギリスにおいては、そもそも純粋な私的整理による事業再建が主流

であり、必要な場合に裁判所が極めて限定的な形で関与する独特の仕組

みが採られてきた（40）。本稿では、関係者間の自主的交渉を基礎としな
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（37） Ralf Moldenhauer, Rüdiger Wolf and Frederik Drescher, Vier Jahre ESUG: In der Realität

angekommen, 2016), SS. 3-6．http:/ / www. bcg. de/ documents/ file206068. pdf

（38） Roland Berger, ESUG-Studie 2016, SS. 28-30.

https: / / www. rolandberger. com/ publications/ publication_pdf/ roland_berger_esug_studie_

2016_final_. pdfドイツ会計士協会の基準のほか、ドイツビジネスコンサルタント協会

（Bundesverband Deutscher Unternehmensberater）も、証明書の作成要項を公表している。

（39） Roland Berger, a. a. O., S. 36.

（40） 和田正＝松本渉「英国におけるワークアウトの実情」国際商事法務 43巻 10号（2015

年）1460頁参照。ただし、イングランド銀行による私的整理促進ルールである「ロン



がら裁判所が関与する手続枠組みとして、会社任意整理（Company

Voluntary Arrangement）と会社整理（Scheme of Arrangement）を取り上げ

る（41）。任意整理が倒産法上の制度（倒産法第 1章）で、会社整理が会社

法上の制度（会社法 895条以下）である。会社任意整理は、会社が資格

を持った倒産実務家（insolvency practitioner; nominee）を選任して、その助

言を得て作成した再建計画案を裁判所に提出することによって手続が開

始する緩やかな再建型手続である。その特徴は、小企業債務者（従業員

50名以下等の要件を満たす）の場合を除いて支払停止効がないこと、担

保権者の権利の変更はできないこと、多数決により反対債権者を拘束

し、裁判所の認可手続はないことなどである。裁判所の裁判なしに、法

的拘束力を認める点は、わが国の視点から見れば、異質と感じられる点

である。一般には、中小企業・事業会社を対象とする緩やかな再建型手

続といえる。

会社整理は、会社法に基づく手続であり、基本的には、倒産手続では

ないと位置づけられている（42）。この手続は実質的に清算を目的とする

こともありえるが、事業再建のために使うときは、まず、債務者会社が

すでに一定の情報開示に基づいて作成し、ある程度の債権者の同意を得

た再建計画案を添付し、また債権者集会の組分け方法を提案した申立書
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ドン・アプローチ」やそれを参考に作られた INSOL（倒産実務家国際協会）の「私的

整理 8原則」など、私的整理のガイドラインというべきものが存在することについて

は、同 1461頁、中島弘雅「近時のイギリスにおける事業再生の枠組みについて」青山

古稀『民事手続法学の新たな地平』（2009年、有斐閣）797頁以下参照。

（41） イギリスの企業再建法制の全体像については、中島弘雅「イギリスの事業再生手法と

しての『会社整理計画』」高橋宏志ほか編・伊藤古稀祝賀『民事手続の現代的使命』

（2015年、有斐閣）949頁以下を参照。

（42） イギリスは、2015年の EU倒産規則改正時に、会社整理をその適用対象から外すよ

う運動したとされている。その理由は、同国にける企業再建手続の柔軟性を確保するこ

とと、同手続を（平時）会社法および事業再建双方の局面で利用する態度を維持したい

ためであるという（See Richard Tett and Katharina Crinson, The Recast EC Regulation on

Insolvency Proceedings: A Welcome Revision, Corporate Rescue and Insolvency (April, 2015)

at 64, 66.



を裁判所に提出して、債権者集会の招集を求める。これを受けて、裁判

所は、ヒアリングを開いて、債務者による債権者の組分けおよび招集の

適切性を認めると、債権者集会の招集をし、債権者集会で再建計画案に

つき決議が行われる。そして、可決された場合には裁判所の認可を求め

（会社法 899条 2項）、裁判所は再度のヒアリングにより審査をなしたう

えで認可をするという流れになる（43）。会社整理手続前後に、会社任意

整理や後述する管理手続が利用されることもあるなど、必要に応じて、

自由な手続の組み合わせで事業の再建が行われているのが、イギリスの

特徴といえる。

(b) 会社整理手続の流れとその特徴

会社整理手続は、会社法に規定されるようになってから 1世紀を超え

る歴史を有する手続であるが、一時期の停滞期を経て、最近は経営不振

に陥った企業（とくに大企業）の事業再建手続として注目を集めてい

る（44）。その人気はヨーロッパ各国の企業にも及び、イギリス以外に本

店があった国際企業がわざわざロンドンに本店を移すなどして、会社整

理による再建を図るという事件が著名なものだけでも十指に余るようで

あり、これは、フォーラムショッピングとか「倒産法の競争」とか言わ

れて、話題になったところである。そして、この人気ないし競争力の理

由はこの手続の柔軟性にあるということは、しばしば語られるところで

ある。

本報告の視点から、イギリスの会社整理をみると、そこでは、裁判所

外の交渉が中心であって、債権者から異議が述べられない限り、裁判所

の関与は、組分け・債権者集会招集の許可の手続と認可手続に関して、

ピンポイントで入ってくる。わが国の感覚では、私的整理と法的整理を

手続として区別するところから出発するが、イギリスでは、裁判所が管

理型で関与して進行する再建手続は、管理手続（administration）──そ
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（43） 和田＝松本・前掲注 40）1461頁参照。

（44） 中島・前掲注 41）959頁参照。



のうち裁判所の命令で開始するもの──を除いては存在しない。その他

の法的手続においては、手続は、専門家主導での関係者の自主的交渉に

よって進行するから、筆者の個人的な経験でも、イギリスの実務家に私

的整理から法的整理への移行という話をしても、少なくとも会社整理と

の関連では、その意味を理解してもらえないことが多い。このように、

イギリスの（管理型手続を除く）簡易企業再建手続は、根本的なところ

でわが国とは発想を異にしていると考えたほうがよさそうである。イメ

ージとしては、関係者間の交渉の重要段階で、裁判所による合法性の確

認手続が適宜組み込まれた手続ということができようか。しかし、あえ

て私的整理と法的整理の関係を広く捉えると、両者の組み合わせの一つ

の形であることはたしかであり、実務的にもヨーロッパ中の経営不振企

業の利用をひきつけている以上、とくに裁判所の最低限の関与のあり方

を探るときに、参考になる部分があるものと思われる。

（4）フランス

本稿から見たフランスの現行事業再生法制の特色は、「特別管理者に

よる手続（mandat ad hoc）」や調停手続（conciliation）など、裁判所のごく

限定的な関与の下で関係人が再建計画案について交渉を行う手続と、

「再生手続（sauvegarde）」、「迅速再生手続（sauvegarde accélérée）」および

「迅速金融再生手続（sauvegarde financière accélérée）」などそれ自体簡略化

された再建手続との連動が強調されている点である（45）。また、フラン

ス倒産法制の大きな特色として、──最近の法改正では債権者委員会の

権限強化などの措置も取られているが──事業の継続を通じた従業員の

利益の保護が、依然として最重要の手続遂行目的として設定されている

点は注意が必要である（46）。さらに、倒産手続について管轄権を持つの
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（45） 本稿では、債務者が既に倒産状態になった状態で利用する「更生手続（Redressement

Judiciare）」や「清算手続（Liquidation Judiciare）」は検討対象としない。また、制度の

内容については、引用した邦語文献による。

（46） 高井伸太郎＝黒田裕「フランスにおけるワークアウトの実情」国際商事法務 43巻 12

号（2015年）1822頁、山本和彦「私的整理と多数決」NBL1022号（2014年）20頁以



は、商事裁判所（裁判官は、法律専門家ではなく、実業家である）であり、

事業再生のプロセスを管理・調整するのは、弁護士の資格取得後一定の

経験や特別の試験に合格して裁判所のリストに登録された「倒産実務

家」のうち、「司法管財人（administrateur judiciare）」と呼ばれる者であ

る（47）。

法的倒産手続とされる手続のうち、再生手続は 2005年改正法で創設

された再建手続であり、すべての債権者が対象債権者となる本来的な再

建手続と位置づけられる。これに対して、「迅速金融再生手続」は、

2010年の法改正で、従前の再生手続の特則として、裁判所での調停手

続の前置を条件として、金融債権者だけ（事件によっては社債権者も）を

対象として、反対債権者を多数説で拘束し、迅速な企業再生を意図する

ものである（「金融機関」の再生ではない）。通常の再生手続の①すべての

債権者を対象とする点、および②債権届出手続等が必要で、一定の手続

時間を要する点などが簡略化の対象とされた。迅速金融再生手続の特徴

は、①債務者は、大企業に限られること（法律上の要件は、従業員 150人

または売上高 2000万ユーロ（30億円）以上。最近の改正で純資産要件が緩

和され、対象が拡大された）、②支払停止は要件となっていないこと、③

調停手続での参加者は改めて債権を届け出る必要がないこと（実際上は

債務者の提出する債権者リストで届出が擬制されるとされる）、④決議は、

金融債権者委員会（と社債権者集会）という限定された「組」に分けて

行われる（可決には、各債権者の組の債権額の 3分の 2以上の賛成が必要）

ことなどが注目される点である。

そしてさらに、2014年の改正により、金融債権者以外の債権者にも

対象を拡張した手続が取り入れられた。これが、「迅速再生手続」であ
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下、参照。なお、フランスでは、“out-of-court workout”というと、いわゆる純粋な私的

整理ではなく、調停手続などによる手続をさすと意識されている点については、高井＝

黒田・前掲論文 1821頁参照。

（47） 高井＝黒田・前掲注 46）1822-1823頁参照。



り、「迅速金融再生手続」と同様、調停手続の先行を前提に、対象債権

者を他の主要取引債権者（全取引債権額の 3%を超える額の債権を有する

者）に広げて、調停手続と連動した簡易化された再生手続を取り入れる

ものである（48）。

3 小括

以上、欧米に限定し、また概要の紹介にとどまるが、事業再建過程に

おける関係者の自主的な交渉と強制力を持った法的手続が主要国におい

てどのように構成されているかを簡単に見てきた。各国においては、裁

判所の緩やかな関与がある場合を含む関係人間の自主的な交渉プロセス

と強制力をともなう法的手続とを多様な形で組み合わせ、または合体さ

せたさまざまな企業再建制度が存在することがわかる。

すでに述べたように、わが国では準則型私的整理の強化という形で私

的整理を法的整理に近づけ、連続性を確保する形で発展してきたのであ

るが、そのような発展の到達点としての事業再生 ADRの存在意義を前

提としつつも、長期的に私的整理と法的手続の融合を図るにはどのよう

な制度の整備を目標に掲げるべきであろうか。上記の外国の制度を参考

にしながら、以下に試論を述べることにしたい。

四 私的整理と法的整理の「統合」に向けて
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（48） 2014年改正法の概要については、杉本和士「企業倒産法制の改正」日仏法学 28号

（2015年）225頁以下参照。「迅速金融再生手続」および「迅速再生手続」は、その導入

以来、それほど利用されているわけではないようであるが（前者の手続は、2014年時

点で 8件）、これらの手続が存在することにより、調停手続において再建のための合意

が促される効果があるとされているとのことである（高井＝黒田・前掲注 46）1829頁

参照）。



1 私的整理と法的整理の関係についての 3つの基本的視

点

私的整理と法的整理の関係を考える際の基本的視点としては、次の 3

つの点が指摘できるように思われる。

（1）手続の連続性の強化

私的整理と法的整理の連続性の強化とは、これまでにも言及したよう

に、一方で、事業再生 ADRのような充実した準則型私的整理による事

業再生の実現を追求しながら、少数強硬反対債権者がいるときには、法

的整理（民事再生、会社更生を念頭に置いて考える）への移行を円滑に行

うことにより、両者の連続性を確保していこうという考え方を指す。検

討会報告書の提案のうち、「事業再生 ADRと法的整理手続の連動」を

目的とする Bタイプの手続モデルの提案は、上記の考え方を基礎にす

るものと言えよう。ただし、この連続性の考え方は、私的整理と法的整

理は、基本的には手続として別種であるという考え方に立つから、すで

に述べたように、私的整理の成果を直接法的整理で認めるまでには至っ

ていない。また、純粋私的整理はもちろん、事業再生 ADRの先行を前

提に考えても、現状では、少なくとも制度上法的整理移行後の手続の簡

略化等は想定されていないのが現状であるから、私的整理の成果が無駄

になる事態は避けられない。

比較法的な視点から言うと、アメリカにおける本来型プレパッケージ

型再建手続も、申立前の再生計画案の受諾決議に至る手続と手続開始後

の手続が連続しているという点で、連続性に着目した制度設計であるよ

うにもみえる。しかし、すでにみたように、受諾の勧誘が倒産法が規律

するルールの下で行われるなど、異質の手続の連続性という説明では表

現しきれない部分があるようにも思われる。また、フランス法には、主

として当事者同士の交渉による手続を先行させ、反対債権者がいるとき

には法的整理に当たる手続を連動させる制度が存在している（ただし、
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わが国における事業再生 ADRから法的整理への移行の場合と異なり、当初の

手続である調停手続等においても、裁判所が緩やかに関与する）。もっとも、

前述のように、フランスにおいて、全手続を通じて対象債権者を限定

し、それらの債権者に限って権利実行の停止や多数決による権利変更の

効果を認める制度が設けられたのは、債権者の権利よりも事業の継続や

従業員の利益を優先するフランス倒産法独特の考え方が強く反映してい

るとみられ（49）、わが国の連続性の仕組みにそのまま持ち込むことは難

しい点に留意する必要があろう。

（2）手続の相互乗り入れ

「相互乗り入れ」という表現は、多義的に使われるが、ここでは、た

とえば、私的整理継続中に否認対象行為が見つかったら法的整理に適用

される否認権を利用して解決し、その後適正な私的整理が見込まれる状

況になれば、法的整理を中止または廃止して私的整理による処理を復活

させる、という形で両手続の利点の融通を図る考え方と理解しておきた

い。このような考え方を明確に示されたのは、故宮川知法教授であった

が（50）、少なくとも当時（20年ほど前）は、私的整理への信頼がそれほ

どなかったし、各法的整理は自己完結的な独立の手続であるから、たと

えば否認権だけを取り出して私的整理との組み合わせで利用できるとい

う考え方には、反対が強かったように思う。ただ、専門家がルールに則

って関与する事業再生 ADRなどにより私的整理の信頼性が格段に高ま

った現在では、別の見方も可能であろう。経験を積んだ信頼できる倒産

手続の専門家の関与によって、手続の公正さや債権者の地位の保護（清

算価値の保障や債権者の実質的平等など）への信頼性が増し、（準則型）私

的整理と法的整理との理念の共通化が進むと、私的交渉を基盤としつつ

重要な手続段階だけ裁判所の関与（助力）を得るという手続の可能性も

出てくるように思われる。とはいえ、いくら準則型私的整理と法的整理
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（49） 注 46）とそれに対応する本文参照。

（50） 宮川知法『債務者更生法構想・総論』（信山社、1994年）371頁参照。



の近似性が強まっても、私的整理ベースの手続において法的手続の各種

制度の便宜的な利用を認めることには限界があることは否定できず、手

続の組み合わせ方法の適切性が厳しく問われることになろう。

（3）私的整理と法的整理の統合

この「統合」というのは、私的整理と法的整理を別個のものとしてそ

の連続性を維持したり、二つの分野を行ったり来たりするという考え方

を超えて、いわば両手続類型の利点を統合・一体化した新たな手続を構

想する考え方を指す。基本的には手続内部で性格を異にする手続間の連

携ないし連続性は問題にならず、いわば自己完結型の手続であり、準則

型私的整理において蓄積された合理的な再建プロセスと、簡略化された

フル規格法的整理を合体させて、新しい形の緩やかな法的手続（以下

「統合手続」という）、を構築するイメージである。

アメリカの本来型プレパッケージ型再建やフランスの迅速再生手続等

は、前述のように、連続性を意識した手続であるともいえるのである

が、「統合手続」的な性格も否定することはできないように思われる。

すなわち、前者についていうと、申立前の受諾の勧誘等は確かに申立

前・裁判外の手続であるが、すでにふれたように情報開示ルールなど倒

産法の規律に則って行われるという意味では、手続開始前の手続と一体

となった法的手続の一部であるともいえる。そのように解して初めて申

立前の決議の効果が直接 11章手続で効果を持つという仕組みが正当化

されよう。他方、フランスの「迅速（金融）再生手続」は、たしかに私

的整理にあたる手続（調停手続等）が失敗したときの受け皿として法的

手続が位置付けられている面があるが、法律上調停手続の前置が要求さ

れ、また、その調停手続自体において既に裁判所の緩やかな関与が存在

するという意味において、迅速再生手続等と一体となった法的手続であ

るという面があることも否定できない。さらに、ドイツの「保護傘手

続」は、開始前手続という準法的な手続における再建計画案策定のみを

対象にしている点で限界があるが、その限度で私的交渉を特別な法的手
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続の中に「統合」する手続であると捉えることも可能である。最後に、

イギリスの会社整理（および会社任意整理）の場合には、もともと私的

整理と法的整理の区別自体ナンセンスに感じられるくらい、上記の相互

乗り入れ論に近い独特の手続が形成されているものであり、特殊な組み

合わせによる「統合手続」に属すると言ってよいかもしれない。

（4）まとめ

繰り返し述べるように、わが国では、私的整理の準則化という形で実

務の展開があり、その到達点である事業再生 ADRを前提として、それ

が失敗した場合に法的手続との連続性を確保する必要性が強調された。

このような方向でのさらなる手続運用の改善・制度的改革作業に意義が

あることはたしかであろう。しかし、準則型私的整理の到達点というべ

き事業再生 ADRにも、相当な手続費用がかかり、中小企業の再生に適

さないことなど問題が全くないわけではない（51）。

法的再建手続というと、勢い民事再生・会社更生手続などの法的整理

が想起され、敬遠される場合が多かったが、前述のように欧米諸国には

本稿でいうところの「統合手続」としての性格を少なくとも一部は持っ

た多様な手続が存在し、欧州委員会による最近の EU指令案にみられる

ように、今後も、早期・予防的・簡略化・経済合理性などをキーワード

とする新たな制度的枠組みへの模索がグローバルな市場経済社会におけ

る大きな流れになることが予想される。そうすると、わが国でも、広い

意味での法的手続のあり方を抜本的に見直した上で、私的整理の利点を

取り入れた法的「統合手続」を考えることが望ましいのではないだろう

か（52）。このように考えていくならば、事業再生 ADRとの連続性を確保
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（51） 松下＝中井・前掲注 3）78頁〔中井発言〕参照。

（52） そのような試みの一例として、合意の見込みがある中小企業の再生案件について、特

定調停手続を使って再生計画策定の促進を図ろうという提案（これにより債務免除に伴

う税務処理等を可能にする）が、日弁連による「金融円滑化法終了への対応策としての

特定調停スキーム利用の手引き」（2013年に制定後、改訂。http://www.nichibenren.or.jp/

news/year/2014/141226.html）によって実行に移されているところである。



するための手続とは別に、法的手続を基盤に準則型私的整理の利点を取

り入れて新たな「統合手続」を構想するという発想が出てくるように思

われる。

2 「統合手続」の具体化の方向

以上のような視点から、私的整理と法的整理の「統合手続」の具体的

なイメージを考える場合、どのような手続を構想すべきであろうか。現

段階での荒っぽい試論ではあるが、以下に提示して、議論の材料を提供

できればと考える。

（1）事業の毀損を最小限に抑える簡略化された「統合手続」

①簡略化の必要性

「統合手続」については、まず、本来の法的整理がどこまで簡易化・

柔軟化できるか、法的手続としての不可欠の要素とは何か、裁判所が関

与する手続＝事業価値棄損というイメージを新しい手続によって変えら

れるか、などが主要な検討対象となろう。

簡易再生は民事再生手続を簡略化する趣旨で作られたが、実際上十分

な利用実績を上げてこなかった。その理由は、結局のところ、債権調

査・確定手続を省略するというだけでは簡略化の方法・程度が不十分で

（通常再生の迅速・柔軟な運用でカバーできる範囲であり）、制度利用のメリ

ットがそれほど感じられなかったからであろう（53）。今回、検討会報告

書によって、事業再生 ADRとの連続性という観点から、運用・制度改

革の両面から光が当てられた、ということだろうと思う。検討会報告書

は、簡易再生を事業再生 ADRの受け皿として、運用または立法の面か

ら見直す案（B−①〔簡易再生運用改善モデル〕または B−②型〔迅速事業

再生手続モデル〕）を提示している。これらは、事業再生 ADRとの連動
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会〕337頁参照。同書 338頁によれば、平成 12年〜22年（22年は 3月まで）の簡易再

生の決定件数は 51件にとどまる。



を前提とした再建手続改善策として意義がある。これに対して、A−②

型（裁判所による認可型モデル）は当初から事業再生 ADRでの完結を目

指すこともできる手続モデルであり、さらに C タイプは「事業再生

ADRとそれに連動する受け皿手続を一体化した新たな法的手続」、すな

わち法的手続として新たな手続を創設する案である。検討会報告書は、

事業再生 ADRを前提としないまったく新たな新制度を創設する積極的

理由は見い出しがたいとして、Cタイプ手続を検討対象から外している

が（54）、事業再生 ADRを前提としない、中小企業の再生も視野に入れた

長期的な立法課題としての意味を否定するものではあるまい。

②手続の簡略化と憲法問題

法的手続の簡略化に際しては、反対債権者の財産権の保障（憲法 29

条）が越えなければならない高いハードルである。この点につき、検討

会報告書は最大決昭和 45・12・16民集 24巻 13号 2099頁（更生計画に

よる権利変更）の採用する違憲審査基準を取り上げて吟味している。す

なわち、上記決定が「裁判所の監督の下に、法定の厳格な手続に従って

行われる」と述べる点につき、この基準を最も厳格にとらえるならば、

そこにいう手続は、（i）開始原因（一定の財務破綻）の認定、（ii）資産

負債の調査、（iii）計画案の決議、（iv）計画の認可、という手続の開始

から計画の認可に至るまでの一連の手続段階をすべて含むものと理解さ

れる。このような考え方に立つと、手続の簡略化の範囲は極めて限定さ

れたものとなる。反対にもっとも寛大にとらえるならば、（iv）計画の

認可（とりわけ清算価値保障原則の審査）の手続のみと理解される、とさ

れる。ただ、この考え方でも、認可手続だけを個別に取り込めばよいと

いうことではなく、自ずと計画認可の前提となる具体的手続段階の要否

や計画内容が問われることになろう。

そこで、具体的にどの手続を省略ないし簡略化できるかという点につ
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（54） 検討会報告書 11頁。



いて考えてみると、次のような諸点が検討対象となるのではなかろう

か。

まず、ⓐ現在の法的整理で行われるような手続開始決定（開始原因と

しての財務破綻の認定）は、おそらく不要であり、裁判所の関与はそれ

が不可欠となった時点で開始すべきである。関係者の自主的な交渉は、

対象債権者（グループ）の決定と再建計画案の策定に向けたものとなろ

うが、この過程に裁判所の関与は不可欠ではないから、それらの事項に

関して大体の合意が形成された時点での集会開催・決議の承認要求（ア

メリカのプレパッケージ型再建手続のように、決議段階まで申立前に行う手

続構想もあり得ようが、これでは認可決定手続だけが重くなりすぎ、認可の

予測可能性も減じて妥当ではないと考える）が裁判所への最初の申立てと

なろうか。裁判所が再建手続、計画案の内容のほか、対象債権者選定の

妥当性について暫定的審査を行うが、利害関係人の異議が無ければ審理

を省略するなどの手続簡略化の措置が取られるべきであろう。ⓑ一部債

権者の権利実行が実際に開始され、またはそれが予想されるときは、裁

判所が独自の裁判でかかる権利実行行為の禁止・中止措置（期間を限っ

た自動的・包括的権利実行禁止・停止が望ましい）をとる可能性が認めら

れるべきであろう（裁判の公告等も必要になろうが、一部債権者の権利実行

が現実化した時点では、債務者の破綻状況は事実上公のものになろうから、

それにより密行性を侵害することにはならないのではなかろうか）。ⓒ事業

再生 ADR は必ずしも前提としないので、手続の合理性を確保するた

め、最初の自主的交渉の段階からの専門家（後述のように、長期的には資

格制度の整備が検討されるべきであろう）の関与は不可欠であり、その行

動基準は法的手続とその基礎を共有するものでなければならない。ⓓ債

権届出は、申立て前の自主的交渉場面ですでに提出された書類に基づく

「みなし届出」により、また、決議（裁判所の関与の下で行う必要はない）

は「同意擬制」により簡略化できる（検討会報告書の提案参照）。ⓔ認可

要件は、清算価値保障原則順守などの確認が中心になるが、法規定上は
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再生法 174条 2項と類似の規程内容となろうか（ここでも、異議がない

場合には認可というシステムの導入可能性を考えてよいかもしれない）。再

建計画の履行の監督は制度的には不要であり、計画の条項に委ねればよ

いと考える。ⓕ手続の名称は、法的手続色を感じさせないものにするこ

とも重要である。また、再建計画認可までの基本的スケジュールを法令

により明確に定めるとともに、否認や契約の処理の問題などの深刻な法

律問題が判明したら牽連手続（清算型への意向も重要だが、ここではとく

に再建型法的整理）への移行規定の整備が必要である。

（2）対象債権者を限定した「統合手続」

①反対対象債権者と非対象債権者との平等

事業再生 ADRや諸外国の簡易型再建手続にみられるように、手続の

簡略化のためには、対象債権者を金融債権者（またはその他の大口債権者

等）に限定して手続を行うことが求められる。その場合、対象債権者の

うちの反対債権者の権利は強制的に変更されるのに対して、商取引債権

者は従前どおり扱われ権利の変更を受けることがない。このような対象

債権者と非対象債権者とを区々に取り扱うことについては、債権者間の

平等（憲法 14条参照）を害さないかが問題となる。検討会報告書は、こ

の問題についても、二つの最高裁大法廷判例（前掲最大決昭和 45・12・

16および最大判昭和 45・6・10民集 24巻 6号 499頁）を引用しながら、区

別の合理性の肯定要素としては、(i)商取引債権の非対象化によるパイ

の拡大（パレート改善）や(ii)商取引関係の資産性を、逆に否定要素とし

ては、（a）金融債権と商取引債権のカテゴリカルな線引きの困難性と、

（b）すべての商取引債権について上記肯定要素が妥当するわけではない

という点を指摘する（55）。

②対象債権者の限定された権利の変更──組分けの議論からのアプロ

ーチの可能性
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以上のような対象債権者と非対象債権者との平等の問題は、すべての

債権者を手続中にとり込む法的手続の原点に立ち返りつつ、債権（また

は債権者）の分類・組分けの合理性を明確にし、対象債権者となる債権

者グループ（とくに強制的に権利の変更がなされる少数債権者）に適切な

手続保障を与えることによって、解決していくしかないであろう。

このような難問につき、本稿ではっきりとした解決策を提示すること

はできないが、考え方としては、前述のようにあくまで法的手続の規律

から出発して、債権者等の組分けの議論を深めることによって解決の方

向を探るべきものと考える。会社更生手続における商取引債権の事実上

の別枠扱い（全額弁済）は、JAL、ウィルコム、林原等の事件で行われ

てきたとされている。このような取扱いは、会更 47条 5項後段に基づ

いて行われたが、早期弁済しないことによる事業継続への著しい支障の

存在はともかく、「少額」という要件が事実上無視ないし軽視されてい

る実情に鑑みると、実質的には商取引債権者を別の組に組分けし、他の

一般債権者と差をつけた取り扱いを認めるものといわざるをえない。つ

まり、すでに現在の再建型法的整理において、実体法上は平等に取り扱

うべき債権者の中の一定の債権者グループに特別の処遇を認めているの

である。このような実務は、個別の対応を建前とする会社更生法 47条

5項後段の枠を超えており、商取引債権者と金融債権者等との組分けを

認め、平等原則を、会社更生法 168条 1項柱書のいう「同一の種類の権

利を有する者の間では」ではなく、組単位で考えるアメリカ法（連邦倒

産法 1123(a)(4)参照）の立場に、近づいているといわざるを得ないので

はないだろうか。そう考えると、民事再生手続においても、民事再生法

85条 5項後段による弁済がグループとしての商取引債権者に一律にな

されるとすると、一般債権者の組を 2つに分けて差をつけているという

理解に繋がる。

債権者（または利害関係人）の組分けは、手続を複雑にするから──

とくに中小企業の再建手続では──避けるべきものと説かれるのがふつ
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うであるが、見方によっては、実質的に手続の外で取り扱う可能性を認

める根拠にもなりうる。手続の簡略化、事業価値の毀損の回避等の観点

から、法的手続の対象債権者を一部債権者に限定するニーズが存在する

とすれば、その範囲確定の基準、限定の積極的意義とその限界、他の債

権者グループの実体的・手続的地位の保障のあり方など、基本的には法

的手続の中での債権者の組分けの問題として位置づけ、議論することに

よって、一部の債権者の組を対象とする新しい手続を構想していくべき

ではないだろうか。実体法上同一優先順位の債権者間の組分けについて

は、従来、担保不足額の一般債権者の組を商取引債権者の組と別の組と

出来るか、という問題などが議論されてきた（56）。これらの研究を基礎

にして、上で述べた憲法論をにらんだ組分けに関する議論を、法的手続

全体の中で深めていくべきではなかろうか（57）。

（3）専門家の下で行われる手続を取り込んだ「統合手続」

裁判外の手続の簡略化と合理性・信頼性を確保する手段として、専門

家（国によっては特別の資格を有する者）が関与した手続を利用すること

は、三で紹介した欧米の制度でも見られた。たとえば、フランスで、調

停手続等から迅速再生手続までの手続に一貫して関与する資格ある専門

家である「司法管財人」の存在は、手続の信頼性にとって重要な意味を

もっていると思われる（58）。イギリスの会社整理でも、──資格を持っ

た倒産実務家である必要はないが──大規模法律事務所が作成した組分

けや計画案の内容に関する説明書等が裁判所の判断のよりどころとなっ

ていると言ってよいであろう（ただし、専門家報酬等の費用が高額に上っ

てしまう問題はあるようである）（59）。わが国でも、準則型私的整理の積
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（56） たとえば、山本研「更生計画における更生担保権および更生債権の組分け」事業再生

研究機構『更生計画の実務と理論〔初版〕』（商事法務、2004年）531頁以下参照。

（57） 本稿の検討範囲を超えるが、本文で述べた組分けの議論は、経営的には優良企業であ

る大規模公害の加害者企業が、被害者の損害賠償請求権を他の債権者と別枠で取り扱う

ようなケースも視野に入れうるのではないかと考えている。

（58） 高井＝黒田・前掲注 46）1823頁参照。



み重ねによって、民間の専門家の技量と信頼性を法的手続でも生かす環

境は整いつつある。検討会報告書では、手続実施者の監督委員への就

任、事業再生 ADRでの報告文書を 125条報告書と扱うことなどが提案

されている（60）。

専門家チーム（61）へゆだねる事項は、債権者集会の招集の段階では、

再生計画案策定手続や対象債権者の限定の方法についての報告書と、認

可要件を意識した再建計画の内容についての報告書が中心となろう。

「統合手続」では事業再生 ADRを前提とはしないので、手続の当初か

ら実質的に手続に関与する専門家の存在が必要になる。申立段階でメイ

ンバンク等との協議を経てラフな再建計画は立ててくる可能性があるこ

とを考慮すると、計画作成過程に関与した専門家を原則としてそのまま

手続機関に選任するということも考えられてよいであろう。ただ、この

ような特別の手続を行う専門家は、弁護士等の肩書があればよいという

わけにはいかないので、諸外国のように、倒産実務家の資格制度を設け

るとか、事業再生実務家協会のような公的な認証を受け、実績もある団

体が資格ある専門家を推薦する制度などが検討されるべきであろう。

（4）「統合手続」の効果が「フル規格」法的整理で直接的効力をもちう

ること

最後に、新しい統合手続が法的手続でありながら、簡略化された手続

であればあるほど、手続中に法的整理（債務者事業の規模に応じて、民事

再生または会社更生手続）開始の申立てがあると、基本的には開始原因

の存在を前提にそれらの手続への移行を認めざるを得ない。この場面で

は、濫用的な法的整理の申立てを制限・排除する仕組みを作った上で、

法的整理の開始をすべき場合には、従前の手続と法的整理の一体性（事
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業再生 ADRから簡易再生等への連続性の問題とは別のレベルの問題である）

が保たれることが必要である。「統合手続」で行った DIPファイナンス

等の優先債権はそのまま再建型法的整理でも共益債権として扱うほか、

手続機関（または手続の実質的主催者たる専門家）は法的整理の手続機関

として引き続き就任し、金融債権者に限定の組の債権届出や決議等もそ

のまま有効として扱う（同意を擬制する制度など）などの配慮をすること

が望ましいであろう。

（5）検討会報告書の提案と「統合手続」との関係

最後に、検討会報告書の提示する制度モデルと「統合手続」の関係を

改めて確認しておくと、以下のとおりである。基本的な手続の位置付け

としては、新しい「統合手続」を、検討会報告書のいう Cタイプ、す

なわち「事業再生 ADRを前提としない、適用対象を限定した簡易型の

法的手続」に対応する手続として構想する。検討会報告書 A −②型

（裁判所による認可型モデル）は、Cタイプに近いものとして構成しなお

すことになる。この場合、事業再生 ADRと「統合手続」は、債務者企

業にとって選択すべき 2種類の簡易型再建手続（一方は準則型再建型私

的整理、他方は簡略化された法的再建手続）となる。

もっとも、新しい「統合手続」を事業再生 ADRの受け皿手続を兼ね

るものとして設計することもありうるであろう。このような手続設計を

するならば、「統合手続」は、B−②型（迅速事業再生手続モデル）と B

−③型（新たな受け皿手続の創設モデル）の機能も含むものとして構想す

ることになろう。この場合、B−①型（簡易再生運用改善モデル）は、現

行法の下での運用改善として上記とは別枠で進める余地がある。

五 結語

本稿の基本的問題意識を振り返ると、以下の点であった。第 1に、準

則型私的整理の発展を通した私的整理の合理化は、わが国の倒産処理手
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続全体の発展過程における大きな成果であるが、その一方で、現実の企

業再建のニーズに応えた法的手続のスリム化に関する制度的対応が手薄

であったのではないか、という点である。第 2に、私的整理と法的整理

との「連続性」を強化しようとする検討会報告書の意義は認めつつ、そ

れと並行して「法的手続」（62）としての「統合手続」のあり方も検討し

ていくことにも意義があるのではないか、という点である。第 3に、こ

の「統合手続」を構想する際には、これまでの倒産法実務の発展の中で

質が高められた倒産実務家の関与の下、関係人の自主的交渉を尊重しつ

つ、ぎりぎりまで法的手続をスリム化して、制度設計していくべきでな

いか、という点である。本稿では、これらの観点から、「統合手続」の

あり方につき、いくつかの具体的提案を行った。

仮に何らかの形で「統合手続」が導入された場合、事業再建を迫られ

た債務者企業にとっては、純粋な私的整理、事業再生 ADR、新しい

「統合手続」、（従来型の）法的整理などの選択肢が与えられることにな

るから、それぞれの手続の機能分担を考えることは不可欠である。そし

て、清算型の手続を含めて、それぞれのケースで最適な手続に債務者を

導く手続の整備なども含めて、広い意味での倒産処理全体のシステムの

あり方を考えていくことが望ましいことには大きな異論はあるまい。

2000年の民事再生法の制定から始まった倒産法の大改正は、施行後 10

年〜15年以上を経て、立法的見直しの検討が精力的に続けられてきた

が、民事法分野の立法課題は多様で、倒産法の改正が本格的に立法課題

として登場するのはもう少し先のようである。中長期の検討課題を設定

再建型私的整理手続と法的整理手続の「統合」試論〔田頭章一〕
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（62） 本稿冒頭で述べたように「法的手続」を「法的整理」とは区別して緩やかに捉える

と、「統合手続」を倒産法ではなく、会社法上の制度として構想する考え方もありえよ

う。旧商法の時代に存在していた「会社整理」は、民事再生手続の創設によりその存在

意義がなくなったとして、平成 18年の会社法制定時に廃止された。しかし、私的整理

に多数決制度を取り入れるという視点から見ると、裁判所の関与が緩やかだった（一般

債権者全員の同意が基本であることがその背景にあった）会社整理に多数決を取り入れ

た手続をイメージすることは、少なくとも新しい手続モデルとしては考慮に値するので

はないだろうか。



して倒産法制全体のあり方を見直す良い機会ではなかろうか。
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